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1.利益相反マネジメントの基本的な考え方 

 

 一般社団法人 日本創傷・オストミー・失禁管理学会(以下「本法人」)は、役職員や一般会員による学

術的新知見の普及および活用の促進に係る事業活動を積極的に推進することとし、その際に発生する利

益相反を次のとおり適切に管理するものとする。 

（1） 本法人は、役職員や会員等による学術的新知見の普及および活用の促進に係る事業活動にあたり

その債務が全うされていることを担保し、本法人の社会的信頼を維持・確保する。 

（2） 本法人は、役職員や会員等個々人の利益相反を適切に管理することにより、より深刻な事態に陥

ることを未然に防止する。 

（3） 本法人は、役職員や会員等個々人と責任および利益を適切に分担し、会員等が安心して学術的新

知見の普及および活用の促進に係る事業活動に取り組める環境を整備し、より活発な活動および関連領

域との連携の推進を図る。 

 

2.利益相反の定義 

 

本法人は、利益相反を以下のように定義し、（1）と（2）を併せて広義の利益相反として、利益相反マ

ネジメントの対象とする。 

（1） 狭義の利益相反:役職員や会員等が兼業収入を得ている機関と学会との間で共同研究を行う際に相

手方に有利になるよう取り計らうなど、会員等が学会以外の組織から得る私的利益と、学会の利益が対

立しうる状態のこと。 

（2） 責務相反:役職員や会員等が学会の意に反して学会以外の者のために業務を行うなど、会員等の学

会以外の組織における職務遂行責任と、学会における職務遂行責任とが対立しうる状態のこと。 

 

3.マネジメント体制 

 

（1） 利益相反委員会の設置:社員等で組織し、利益相反に係る基本方針および具体的事項に関する審議

を行う。 

（2） 利益相反相談窓口の設置:必要に応じて学会に利益相反相談窓口を設置することができる。利益相

反マネジメントに関し、社員等で組織される利益相反委員会のメンバーによるヒアリングやカウンセリ

ングを行う。 



4. 利益相反マネジメントのスキーム 

 

（1） 自己申告マネジメント 

① 自己申告:研究等によって得られた学術的新知見の普及および活用の促進に係る事業活動を行う会員

に対して、当該活動の相手先からの収入や提供した労働時間数などについて「自己申告書」の提出を義

務づけることにより、当該事業活動の相手方等に対し個人的利益を有するかどうかを把握する。 

② ヒアリング:自己申告を行った者（以下「定期自己申告者」という。)について、特に必要があると

利益相反委員会が認めるときは、利益相反委員会による聞取り調査(ヒアリング)を実施し、利益相反に

よる弊害の有無を確認する。 

③ 利益相反委員会による是正および勧告:ヒアリングの結果、利益相反による弊害が発生している状況

にある、または今後その状況に陥る可能性があると判断した場合は、当該事業活動の是正、改善または

中止の勧告を行う。当該自己申告者に対しては、勧告に係る措置に関する報告を求める。また、勧告を

受けた自己申告者が、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合は、理事長が報告を受け、

対応を検討する。 

（2） 事象発生事前マネジメント 

① 事前相談: 研究等によって得られた学術的新知見の普及および活用の促進に係る事業活動を計画す

る段階において、事前にその都度委託する利益相反アドバイザーまたは利益相反委員会に、利益相反に

関する事項について相談することができるようにする。 

② 事前自己申告: 研究等によって得られた学術的新知見の普及および活用の促進に係る事業活動を行

おうとする場合で、当該事業活動の相手方等に対し個人的利益を有する場合は、利益相反委員会が決定

する時期に「自己申告書」の提出を義務づける。 

③ 利益相反委員会の指導: 利益相反委員会は、「自己申告書」の内容に基づき、当該事業活動につい

て利益相反による弊害の有無の確認を行い、必要と認める場合は、自己申告を行った会員およびその部

門等の長に指導を行う。なお、弊害のない場合には特に連絡は行なわず、指導やマネジメントが必要な

場合のみ、文書もしくは電子媒体にて会員およびその部門長に連絡する。 

（3） その他マネジメント 

① その他マネジメント:自己申告マネジメントのほか、事象発生事前マネジメント等においても倫理委

員会が必要と認めたときは、同委員会またはその都度委託する利益相反アドバイザーによるヒアリング

を実施する。 

② 利益相反委員会による是正および勧告:ヒアリングの結果、利益相反による弊害が発生している状況

にある、または今後その状況に陥る可能性があると判断した場合は、当該事業活動の是正、改善または

中止の勧告を行い、当該勧告に係る措置に関し報告を求める。なお、勧告は書面または電子媒体により

行なう。また、勧告を受けた役職員が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合は、

理事長が報告を受け、対応を検討する。 

（4） 再審査申立 

① 再審査申立:会員等は、勧告に異議があるときに、利益相反委員会に対して再審査を申し立てること

ができる。 理事長は、利益相反委員会の結果および会員からの申立ての内容を踏まえ、最終判定を行

い、利益相反委員会および当該会員に対して、その最終判定に基づく措置を命ずる。 

 


